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正

誤

�
平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日
（
香
川
県
報
号
外
一
〇
）
香
川
県
規
則
第
四
十
二
号
中
訂
正

●
香
川
県
告
示
第
六
百
六
十
一
号

香
川
県
建
設
工
事
共
同
企
業
体
事
務
取
扱
要
領
の
一
部
を
改
正
す
る
要
領
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
八
年
十
一
月
十
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

香
川
県
建
設
工
事
共
同
企
業
体
事
務
取
扱
要
領
の
一
部
を
改
正
す
る
要
領

香
川
県
建
設
工
事
共
同
企
業
体
事
務
取
扱
要
領
（
平
成
元
年
香
川
県
告
示
第
三
百
十
三
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
中
第
三
号
を
削
り
、
第
四
号
を
第
三
号
と
し
、
第
五
号
か
ら
第
七
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上

げ
る
。

第
五
条
第
三
項
中
「
経
常
建
設
共
同
企
業
体
及
び
」
を
削
る
。

第
七
条
か
ら
第
九
条
ま
で
を
削
る
。

第
十
条
の
見
出
し
中
「
共
同
企
業
体
」
を
「
特
定
建
設
工
事
共
同
企
業
体
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中

「
及
び
経
常
建
設
共
同
企
業
体
（
以
下
「
共
同
企
業
体
」
と
い
う
。
）
」
を
削
り
、
「
共
同
企
業
体
の
」

を
「
特
定
建
設
工
事
共
同
企
業
体
の
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
共
同
企
業
体
」
を
「
特
定
建
設
工
事

共
同
企
業
体
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
共
同
企
業
体
は
」
を
「
特
定
建
設
工
事
共
同
企
業
体
は
」
に

改
め
、
「
若
し
く
は
第
八
条
」
を
削
り
、
「
当
該
共
同
企
業
体
」
を
「
当
該
特
定
建
設
工
事
共
同
企
業
体
」

に
改
め
、
同
条
を
第
七
条
と
す
る
。

第
十
一
条
中
「
共
同
企
業
体
」
を
「
特
定
建
設
工
事
共
同
企
業
体
」
に
改
め
、
同
条
を
第
八
条
と
す
る
。

第
十
二
条
第
一
項
中
「
共
同
企
業
体
」
を
「
特
定
建
設
工
事
共
同
企
業
体
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中

「
第
二
号
様
式
」
を
「
第
一
号
様
式
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
共
同
企
業
体
協
定
書
」
を
「
特
定
建

設
工
事
共
同
企
業
体
協
定
書
」
に
改
め
、
同
条
を
第
九
条
と
す
る
。

第
十
三
条
の
見
出
し
中
「
共
同
企
業
体
編
成
表
」
を
「
特
定
建
設
工
事
共
同
企
業
体
編
成
表
」
に
改
め
、

同
条
中
「
共
同
企
業
体
」
を
「
特
定
建
設
工
事
共
同
企
業
体
」
に
、
「
共
同
企
業
体
編
成
表
」
を
「
特
定

建
設
工
事
共
同
企
業
体
編
成
表
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
条
と
す
る
。

第
十
四
条
を
削
る
。

第
十
五
条
中
「
共
同
企
業
体
」
を
「
特
定
建
設
工
事
共
同
企
業
体
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
一
条
と
す

る
。第

一
号
様
式
を
削
る
。

第
二
号
様
式
中
「第

２
号
様
式

（第
１２
条
関
係

）
」
を
「第

１
号
様
式

（第
９
条
関
係

）
」
に
、

「別
添

共
同
企
業
体
協
定
書

」
を
「別

添
特
定
建
設
工
事
共
同
企
業
体
協
定
書

」
に
、

「請
負

者
共
同
企
業
体
の
所
在
地

を

共
同
企
業
体
の
名
称

」

「請
負

者
特
定
建
設
工
事
共
同
企
業
体
の
所
在
地

に
改
め
、
同
様
式
を
第
一
号
様
式
と
す
る
。

特
定
建
設
工
事
共
同
企
業
体
の
名
称

」

附

則

１

こ
の
要
領
は
、
平
成
十
八
年
十
一
月
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
後
の
第
一
号
様
式
は
、
平
成
十
八
年
十
一
月
十
日
以
後
に
締
結
す
る
契
約
に
つ
い
て
適
用
し
、

同
日
前
に
締
結
し
た
契
約
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

●
香
川
県
告
示
第
六
百
六
十
二
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
、
道

路
の
位
置
を
次
の
よ
う
に
指
定
し
た
。

第８９号

平 成１８年

１１月１０日（金曜日）

告

示

○

○

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
繰
下
発
行
）

香

川

県

報

平
成
十
八
年
十
一
月
十
日

（
第
九
三
八
八
号
）

一
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平
成
十
八
年
十
一
月
十
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

指

定

番

号

長
土
指
道

第
六
号

二

指
定
年
月
日

平
成
十
八
年
十
月
二
十
六
日

三

指
定
道
路
の
位
置

さ
ぬ
き
市
造
田
是
弘
字
東
内
間
八
八
九
―
五
、
九
〇
八
―
六
、
九
一
〇
―
一
一

及
び
同
地
先
農
道
・
水
路

四

指
定
道
路
の
幅
員
と
そ
の
延
長

幅
員

六
・
二
〇
メ
ー
ト
ル
及
び
六
・
三
〇
メ
ー
ト
ル

延
長

三
九
・
七
六
メ
ー
ト
ル

関
係
の
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
建
築
課
及
び
香
川
県
長
尾
土
木
事
務
所
総
務
課
に
お
い
て
閲
覧
に
供

す
る
。

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
五
十
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
高

松
市
三
谷
土
地
改
良
区
の
土
地
改
良
事
業
（
非
補
助
土
地
改
良
事
業
砂
入
池
上
流
地
区
）
の
換
地
計
画
に

つ
い
て
適
当
と
す
る
旨
決
定
し
た
。

そ
の
関
係
書
類
を
高
松
市
産
業
部
土
地
改
良
課
に
お
い
て
平
成
十
八
年
十
一
月
十
七
日
か
ら
同
年
十
二

月
六
日
ま
で
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
十
一
月
十
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
九
十
六
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

五
十
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
東
か
が
わ
市
の
土
地
改
良
事
業
（
基
盤
整
備
促
進
事
業
小
海
地

区
（
荒
井
団
地
）
）
の
換
地
計
画
に
つ
い
て
適
当
と
す
る
旨
決
定
し
た
。

そ
の
関
係
書
類
を
東
か
が
わ
市
事
業
部
経
済
課
に
お
い
て
平
成
十
八
年
十
一
月
十
七
日
か
ら
同
年
十
二

月
六
日
ま
で
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
十
一
月
十
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
九
十
六
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

五
十
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
東
か
が
わ
市
の
土
地
改
良
事
業
（
団
体
営
中
山
間
地
域
総
合
整

備
事
業
（
集
落
型
）
引
田
南
部
地
区
（
川
西
団
地
）
）
の
換
地
計
画
に
つ
い
て
適
当
と
す
る
旨
決
定
し
た
。

そ
の
関
係
書
類
を
東
か
が
わ
市
事
業
部
経
済
課
に
お
い
て
平
成
十
八
年
十
一
月
十
七
日
か
ら
同
年
十
二

月
六
日
ま
で
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
十
一
月
十
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日
（
香
川
県
報
号
外
一
〇
）
香
川
県
規
則
第
四
十
二
号
中
訂
正

公

告

正

誤

一
〇
ペ
ー
ジ
及
び
一
一

ペ
ー
ジ

誤

申
請
者

正

届
出
者
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